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　給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和３年６月７日

	 長野県人事委員会委員長　林　　　新一郎

長野県人事委員会規則第７号

　　　給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則

　給料の調整額に関する規則（昭和 45 年長野県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　附則に次の１項を加える。

　（給料の調整を行う職の特例）

４　給料の調整を行う職については、当分の間、別表第１の長野食肉衛生検査所の項中

「 「
長野食肉衛生検査所　

とあるのは、
長野食肉衛生検査所

松本市食肉衛生検査所
とする。

」 」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、令和３年４月１日から適用する。

人事委員会事務局


